
 

はじめに 

 

 

 財団法人名古屋都市センターでは、専門家の方々からの学術的な研究成果に基づく政

策提言を期待し、名古屋におけるまちづくりの諸問題に関する調査研究活動の一環とし

て、特別研究員制度を設けています。この制度は、当センターの提示する課題について

公募・選考した愛知県、岐阜県及び三重県の大学等に勤務する研究者等の方々に研究室

や活動費を提供し、１年間の研究活動を行っていただくものです。 

 本報告書は、既成市街地の都市空間の協働的・持続的マネジメントについて、名古屋

市中区錦二丁目をケース・スタディの対象として取り上げ、調査研究の成果をとりまと

めたもので、今後のまちづくりに寄与するものと考えております。 

 当センターとしましては、調査・研究がさらに有意義なものとなるよう努めてまいり

ますので、今後ともご理解、ご協力、そしてご支援を賜りますようよろしくお願いいた

します。 
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平成 19 年度名古屋都市センター特別研究報告書概要版 
既成市街地の都市空間の協働的・持続的マネジメントに関する研究 

- 名古屋市中区錦二丁目のケース・スタディ - 

名古屋大学大学院環境学研究科准教授 村山顕人 
 
１．はじめに 
 持続可能な都市再生の主要課題の１つは、既

存の都市空間（都市の物的環境）の更新（改造・

改善・修復）を通じて魅力的な都市空間を創出

し、人々の生活の質の向上に貢献することであ

る。そのためには、地区毎に、都市空間の将来

像を構想し、その実現に向け、ハード及びソフ

トの多岐に渡る施策を複合的・効果的かつ個性

的に展開することが期待される。ここで重要な

のは、こうした都市空間のマネジメントには、

その作り手・使い手である市民、企業、政府、

非営利活動団体等の多様な主体が関与すること

であり、それを可能とさせる制度、方法、技術

の探究と適用が求められているところである。 
 名古屋市中区錦二丁目は、「長者町」の名で知

られる繊維問屋街である。第二次世界大戦後、

東京の堀留、大阪の船場と並ぶ三大繊維問屋街

の１つとして繊維産業を支えて来たが、長引く

不況や産業構造の変化により問屋の廃業が進み、

空きビルや空地、駐車場が目立って来ている。

一方で、繊維問屋街の独特の雰囲気と地下鉄の

利便性が相俟ってか、近年、魅力的な店舗、新

しい集合住宅、多様なスモール・ビジネスが徐々

に進出している。 
 このように街の状況が大きく変わる中、2004
年3月には地元の繊維問屋街の業者らが錦２丁

目まちづくり連絡協議会を設立し、NPO 法人

まちの縁側育み隊の支援の下、自らが策定した

まちづくりのビジョンに基づき、錦二丁目の桜

通、伏見通、錦通、本町通に囲まれた 16 街区

のまちづくりを進めようとしている。ただし、

そのビジョンは観念的・理念的なものあるいは

個別アイディアの蓄積に留まっており、都市空

間の将来像及びそれを実現する施策は定まって

いない。建て替え・再開発の構想・計画が相次

ぐ今、都市空間の将来像及びそれを実現させる

施策を定め（これは、都市空間マスタープラン

を策定することに他ならない）、そのプランを中

核に都市空間を協働的・持続的にマネジメント

していくことに期待が寄せられている。 
 本研究では、まず、既成市街地における都市

空間マスタープラン策定の作業とそれを支える

技法に関する一般的枠組みを示し、その枠組み

の下で錦二丁目のまちづくりビジョンとその検

討過程を分析・評価した。そして、錦二丁目に

おける都市空間の協働的・持続的マネジメント

の実現を意識した都市空間マスタープラン策定

の道筋を提案し、次の展開につながる都市空間

マスタープラン策定の予備的作業を試行した。 
 
２．都市空間マスタープラン策定に関する一般的枠組み 
 都市空間マスタープランの策定（以下、「計画

策定」）は、都市の現在そして未来の状況を見据

えながら、多様な主体の都市空間に対する要求

を踏まえ、都市空間形成の目標・方針・施策を

統括的に定める取り組みである。本研究では、

図2-1の通り、計画策定の作業が、理念的には、 

 
図 2-1 計画策定作業を構成する３つの側面と

それらを支える３種類の技法 
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「現状分析・将来予測」、「空間構想・空間構成」、

「合意形成・意思決定」の３つの側面で構成さ

れ、それらは性質の異なる３種類の技法（科学

的技法、創造的技法、政治的技法）によって支

えられていると考える。ただし、以上は理念的

な類型に過ぎず、実際の作業・技法は同時に２

つあるいは３つの側面・性質を持ち得る。ここ

で、「技法」とは、手順、過程、段取りを意味す

る「方法」と、わざ、手法を意味する「技術」

を包含する概念である。 
 マスタープランの概念が確立・普及した米国

では、1980年代に多くの都市でダウンタウン・

プランが策定された。それらの事例は、既存の

都市空間の更新や多様な主体の参加を前提とし

て、多岐に渡る施策を複合的・効果的かつ個性

的に展開するための計画策定の先駆的取り組み

である。村山（2004a）は、ポートランド・セ

ントラル・シティ・プラン（1988年）及びダウ

ンタウン・シアトル土地利用・交通プラン（1985
年）の策定過程を詳細に分析し、ダウンタウン・

プラン策定技法の体系を一般的枠組みとして提

示している。 
 まず、計画策定の過程は、次の３つの段階で

構成されるとしている。 

 そして、上記の各段階には、計画策定作業の

３つの側面に対応する作業が要求され、それら

の作業は３種類の技法によって支えられるとし

ている。例えば、段階 I（錦二丁目の現在に相

当）では、次の方法と技術が特定されている。 

 村山（2004a）が分析した計画策定事例は、

ダウンタウン全体という広い範囲を対象とする

市主導の取り組みであり、豊富な人材と資金に

恵まれていた。一方、錦二丁目における都市空

間マスタープラン策定は、16街区を対象とする

市民主導の取り組みであり、十分な人材と資金

に恵まれているとは言い難い。よって、この一

般的枠組みをそのまま錦二丁目に適用すること

はできないが、その基礎となっている「計画策

定作業を構成する３つの側面とそれらを支える

３種類の技法」の捉え方や、計画策定作業を支

える方法と技術は、錦二丁目における都市空間

マスタープランの策定に一定の示唆を与える。 

[段階I：計画案の方向性の設定] 

現状分析及び将来予測から得られた客観的情報と

市民意見の収集・分析から得られた主観的情報に基

づき、計画案の方向性を設定する段階 
[段階II：計画案の部分と全体の構成と調整、選択

肢の作成] 

部分（地区別・分野別）の計画案から全体の計画案

を構成し、計画案の内容評価を通じて部分または全

体の計画案を調整（修正）した上で、計画案の選択

肢を作成する段階 
[段階III：計画案の選択肢の絞り込み] 

計画案の影響評価から得られた客観的情報と計画

案及びその影響評価に対する市民意見の収集・分析

から得られた主観的情報に基づき、計画案の選択肢

を絞り込む段階 

[現状分析・将来予測を支える技法] 

・複数主体による現状分析・将来予測作業を統括

する方法 

・ダウンタウンと都市圏の関係やダウンタウンの

土地利用・都市デザイン等の情報を収集し、そ

の内容を表現する技術 

・既存の目標・方針・計画を分析し、計画策定の

出発点となり得る共通目標やテーマを抽出す

る技術 

・地区毎・土地利用ゾーン毎の開発／再開発可能

量を算定する技術 

・将来発生する新規開発の量と場所、形態を予測

する技術 

[空間構想・空間構成を支える技法] 

・市民意見を出発点としてビジョン・目標・方針

案を検討する方法 

・空間構造の理想的なモデルを現実的なモデルへ

と発展させる方法 

・シャレット（集中的・徹底的なデザイン・ワー

クショップ）のファシリテーション技術 

・調査・研究結果とビジョン・目標・方針案に基

づき空間構造モデルを作成する技術 

・現状分析・将来予測結果と市民意見を基礎に代

替計画案のためのガイドラインを作成する方

法 

[合意形成・意思決定を支える技法] 

・計画対象エリアの目標・課題に関する市民意見

を収集するための多様な手段を企画・実施する

技術 

・収集された市民意見を分析する技術 
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３．錦二丁目のまちづくりビジョン 
 錦二丁目の16街区では、NPO法人まちの縁

側育み隊（以下、「NPO」）の支援の下、錦２丁

目まちづくり連絡協議会（以下、「協議会」）に

より、まちづくりのビジョンが検討されている。 
(1)まちづくりビジョンの検討過程 

 協議会正式発足前の 2003 年度は、協議会発

足メンバーを中心に６回のワークショップが開

催され、錦二丁目まちづくりビジョンが策定さ

れた。その後、2004年度・2005年度には講演

会、視察会、座談会等が実施された。2006年度

になると６回の錦二丁目縁側大楽まちのデザイ

ン塾が開催され、錦二丁目まちづくり憲章（ま

ちの魂を短歌でうたう世界初の試み）がとりま

とめられた。2007年度も、引き続き、６回の「錦

二丁目縁側大楽まちのデザイン塾」が開催され、

「カルタによる思いの表現」が蓄積された。そ

れぞれの概要は次の通りである。 
(2)錦二丁目まちづくりビジョン 

 錦二丁目まちづくりビジョンは、「伏見中心核

の創出」、「都市型商住モデル地区の形成」、「地

域活性化に対する仕掛け創り」、「情報発信・情

報交換機能の充実」という４つの目標を掲げ、

それを実現するための「にぎわいのある街」、「歩

いて楽しい街」、「美しい景観の街」、「歴史と文

化のある街」、「安心・安全な街」という５つの

方針を定めている。そして、関連するプロジェ

クトが例示されている。都市空間（都市の物的

環境）に関わるプロジェクトの例としては、都

市型商住共生モデル住宅の建設、都市機能別の

軸・ゾーンの設定、住居サポート系・賑わい創

出系・タウンセンター（デザイン・ファッショ

ンの中核施設）各種施設の配置、コミュニティ・

スペースとしてのメインコート及びサブコート

の配置、魅力ある交差点空間の計画、街路灯・

舗装の再整備、歩道上の植栽・ベンチ・駐輪場

の整備、アーケードの撤去または改修、沿道型

建物による街並み形成、街路樹やポケットパー

クの整備、歴史資産の活用などがある。ただし、

これらは、錦二丁目の空間形成に関わる具体的

なプロジェクトのアイディアに過ぎず、その後、

規制や事業として実現されたわけではない。 
(3)まちづくり憲章 

 まちづくり憲章は、「住民にとって安心して住

み続けられ、商業者にとって活力をとり戻し、

新しい社会状況のもとでのまちの元気の創造を

目指す」ために、まちづくりワークショップの

参加者及び地区内の住民・就業者が短歌でまち

づくりのビジョンを表現したものである。168
点の短歌は、「まちづくりの夢を分ち合おう」、

「歴史とまちの宝を慈しみ未来へつなげよう」、

「ソフトハードにじみあう景観まちづくり」、

「商業の伝統を生かし未来へ」、「住むに値する

まち」、「多世代結びあうコミュニティー」、「混

乱を制御し安心安全のまちづくり」、「五感触発

賑わいと和みのあるまち」「よき変化への誘導、

その他」という９つの柱で整理された。 
(4)カルタによる思いの表現 

 2007 年度の錦二丁目縁側大楽まちのデザイ

ン塾では、「志援講座」（講師によるレクチャー）

の後、「志援表現」としてカルタによる思いの表

現（ワークショップ）が行われた。そのねらい

は、「マスタープラン（骨格計画、地区計画）」

への提案につながること」、「事業計画、「めぐみ」

増殖大作戦、まちなみ／まちの道具リクエスト

プランにつながること」について、参加者の思

いを引き出すことである。参加者は、配布され

た２種類の用紙に、カルタ的文言表現、俳句や

短歌的表現、イラスト表現を行った。 
(5)まちづくりビジョンとその検討過程の分析・評価 

 このように、多様な手段によりまちづくりの

ビジョンが検討されているが、そのビジョンは

観念的・理念的なものあるいは個別アイディア

の蓄積に留まっており、都市空間の将来像及び

それを実現する施策は定まっていない。ただし、

現在、協議会の中で、以上の取り組みをマスタ
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ープランとしてまとめる活動が始まりつつある。

都市空間（都市の物的環境）については、まち

づくりビジョンを踏まえると、碁盤目状の街区

構成や会所・閑所、路地の継承・再生、街の緑

化、ベンチや街路樹の設置を含めた歩道の再整

備、自転車道の設置、アーケードの改修または

撤去、トラックの荷捌きスペースの確保、多世

代居住を可能とさせる住宅の供給と住環境の整

備などが検討課題となろう。 
 まちづくりビジョンの検討過程は、前章で示

した枠組みの下、次のように評価されよう。 
・現在の錦二丁目は、計画案の方向性を設定す

る段階 Iに位置すると考えられる。 
・多様な手段を企画・実施し、計画対象エリア

の目標・課題に関する市民意見を収集し、そ

れを出発点としてビジョンを検討している。 
・計画対象エリアと都市圏の関係や計画対象エ

リアの土地利用・都市デザイン等の情報の収

集・表現、既存計画等の分析を通じた共通目

標やテーマの抽出、開発／再開発可能量の算

定、将来開発予測といった現状分析・将来予

測に関わる作業が十分に行われていない。 
・空間構造モデルの作成、代替計画案のための

ガイドラインの作成、デザイン・ワークショ

ップを通じた検討といった空間構想・空間構

成に関わる作業が十分に行われていない。 
 
４．都市空間マスタープラン策定の道筋 
 筆者は、2007年度第２回錦二丁目縁側大楽ま

ちのデザイン塾で、「錦二丁目のまちづくりマス

タープランを考える：米国から学ぶ多縁協働の

都市デザインマネジメント」というテーマのレ

クチャーを行う機会に恵まれた。その中で、次

の通り、錦二丁目における都市空間の協働的・

持続的マネジメントの実現を意識した都市空間

マスタープラン策定の道筋を提案した。 
(1)概要 
 都市空間のマスタープランはどのように作れ

ば良いのか。都市計画の教科書には作成方法の

モデルがいろいろと載っているが、錦二丁目で

考えられるモデルを私なりに提案してみたい。

このモデルは、素材集めと人集め→統括表づく

り→図面・スケッチによる表現→模型づくり→

論点メモづくり→論点の検討→シナリオづくり、

というサイクルである（図4-1）。このサイクル

は一回だけでなく、何回も、常に回すようにす

る。また、こうしたサイクルを回すためには、

組織づくりと拠点づくりが必要となる。 

 
図4-1 都市空間マスタープラン策定のモデル 
(2)素材集めと人集め 

 都市空間マスタープランの作成は、素材集め

と人集めから始まる。名古屋市の既存計画、空

間・社会・経済に関する客観的データ、計画中

の開発事業、これまでに検討されてきたまちづ

くりビジョンやまちづくり憲章、カルタ表現、

大学生による設計提案等の素材を集める。これ

らの素材から、まちづくりの課題や具体的なア

クションの案が出て来る。素材集めは、同時に、

人集めでもある。地権者、ディベロッパーを含

む事業者、建築、開発、都市デザイン、都市計

画、芸術、歴史、法律、経営といった各分野の

専門家、行政職員、大学生、錦二丁目ファンの

市民を集める。マスタープランづくりを推進す

るディレクター、プロジェクト・マネージャー、

スタッフも欠かせない。 
(3)統括表づくり 

 素材と人が集まったら、具体的なアクション
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を列挙し、その優先順位や主導主体を明確にし、

統括表としてまとめると良い。これにより、集

まった素材、まちづくりの具体的なアクション

が一覧でき、広い視野を持つことができる。 
(4)図面やスケッチによる表現／模型づくり 

 次に、これらのアクションを空間的に翻訳す

る。図面やスケッチで表現したり、模型をつく

ったりして、具体的な都市空間の検討を進める。 
(5)論点メモづくり／論点の検討 
 複数のアクション間でいろいろな対立点が出

てくることが予想される。例えば、街並みとし

ては高層が良いのか、中層が良いのか、それと

も低層が良いのか。居住、業務、商業の機能を

どのようなバランスで配置していくのか。歩行

者、自転車、自動車の共生をどのように考える

のか。産業として、繊維産業にこだわるのか、

それとも、ITやアート／カルチャーを積極的に

導入していくのか。その他にも、たくさんの対

立点あるいは論点が出てくるかと思う。 
 対立点や論点については、それを明確にし、

分かりやすい複数の代替案をつくり、どの案が

良いのかを徹底的に検討することが必要である。

論点を敢えて顕在化させることにより、徹底的

な議論を促し、新しい創造的な解決策を見出す。 
(6)シナリオづくり 
 そして、シナリオづくりである。それまでの

検討内容を筋の通った計画として整理する。な

るべくシンプルなシナリオとし、マスタープラ

ンづくりに参加できなかった方々にも検討の内

容や過程が理解できるように心がける。 
(7)組織づくりと拠点づくり 

 こうしたマスタープランづくりを支えるのが、

組織と拠点である。組織については、米国のメ

インストリート・プログラムを例にとれば、組

織運営、プロモーション、デザイン、経済立て

直しといった専門部会をつくり、いろいろな主

体が各自の得意分野で活躍できるようにする。

また、マスタープランづくりで使った図面やス

ケッチ、模型を囲んで、常にまちづくりの話し

合いができるような拠点を作ると良い。 
(8)提案した道筋の位置付け 

 以上は、錦二丁目のまちづくりビジョンの分

析・評価の結果を踏まえ、また、筆者のこれま

での研究・実践経験に基づき、錦二丁目で実現

可能と思われる現実的な道筋の提案を試みたも

のである。次章以降では、提案した道筋に沿っ

て試行した、次の展開につながる都市空間マス

タープラン策定の予備的作業について報告する。 
 
５．名古屋市の既存計画等の分析 
 まず、名古屋市が策定した次の既存計画等に

おける錦二丁目の位置付けを把握した。 
・名古屋市都市計画マスタープラン（2001年9月） 
・名古屋市中心市街地活性化基本計画（2001年5月） 
・名古屋市都心部将来構想（2004年3月） 
・名古屋市産業活性化プラン（2005年3月） 
・伏見・長者町ベンチャータウン構想（2006年3月） 
・名古屋市景観計画（2007年）等 
 その結果、錦二丁目は、名古屋駅周辺、錦周

辺、広小路通・錦通をはじめとする主要な核や

軸の周辺に位置する都市界隈の１つとして位置

付けられ、一般的な空間形成の方針は示されて

いるものの、地区固有の具体的な空間形成の方

針はないこと、また、ベンチャータウン構想の

「まちの成長ステップのイメージ」や「空間展

開のイメージ」は、あくまでも産業活性化事業

とその波及のイメージであることが確認された。

このように、名古屋市の既存計画等において、

錦二丁目の具体的な都市空間の将来像とそれを

実現させる施策は示されていない。 
 また、伏見・長者町ベンチャータウン構想推

進調査（2006 年 3 月）において、錦二丁目の

歴史（戦国時代から近年まで）、事業所の業種構

成、商業の動向、空きビル・空き室の現況、地

元の意向、起業家ニーズ、各種学校ニーズ等が

詳細に調査・整理されていることを確認した。 
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６．人口・世帯数の分析 
 次に、名古屋市町・丁目（大字）別・年齢（10
歳階級）別公簿人口データを用いて、1999年か

ら2008年の10年間の錦二丁目の人口及び世帯

数の分析を行った。図6-1より、2005年を境に

世帯数と人口の動向が減少から増加に転じてい

ることが分かる。女性より男性の増加が多い。

また、図6-2より、2005年以降、30代・40代

を中心に人口が増加していることが分かった。 
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図6-1 錦二丁目の世帯数と男女別人口 
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図6-2 錦二丁目の年齢階層別人口 
 
７．土地利用・都市形態の分析 
 錦二丁目における土地利用・都市形態に関す

る諸規制を整理した上で、1990年代初頭から近

年までの土地利用・都市形態の変遷を分析した。

分析においては、都市計画基礎調査土地利用デ

ータ（1992・1997・2002）及び建物データ（1991・

1996・2001・2006）を利用した。 
(1)土地利用・都市形態に関する諸規制 

 錦二丁目は、商業地域・防火地域に指定され

ている。建蔽率は80%、容積率は桜通、伏見通、

錦通の幹線道路沿いは 800%、その他（地区内

部）は 600%に指定されている。高度地区は指

定されていない。また、錦二丁目を囲む都市計

画道路は整備済みである。 
(2)土地利用の変遷 

 錦二丁目の 1992 年及び 2002 年の土地利用

（図7-1、図7-2）より、大きくは、幹線道路沿

いの業務化と地区内部の商業化、駐車場・空閑

地の増加が確認される。なお、近年指摘されて

いる建物の空室の増加については、建物階数別

用途の分析が必要である。 
(3)都市形態の変遷 

 錦二丁目の1991年、2001年及び2006年の

建物階数（図7-3、図7-4、図7-5）より、大き

くは、幹線道路沿いの高層化が確認される。地

区内部の変化は小さいようである。 
(4)将来開発予測分析の試み 

 村山他（2004b）は、ダウンタウン・シアト

ル土地利用・交通プラン策定における将来開発

予測分析の概要を紹介している。これは、15年

から 20 年先までにダウンタウンで発生する新

規開発の量と場所、形態を予測する分析である。

錦二丁目でも同様の分析が可能だと考えられる

が、本研究では、データ不足により、簡易的な

分析に留めざるを得なかった。都市計画基礎調

査データを用いて低層・中層の建物と木造建物

を表示することにより（図 7-6、図 7-7）、建て

替え・再開発によるさらなる高度利用の余地が

ある敷地が抽出される。建築年をも考慮すれば

精度が高まる。
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図7-1 1992年の土地利用   図7-2 2002年の土地利用 

   
図7-3 1991年の建物階数   図7-4 2001年の建物階数   図7-5 2006年の建物階数 

   

図7-6 低層建物と木造建物  図7-7 低層・中層建物と木造建物 
 
８．地区模型を用いたワークショップ 

 都市空間の将来像の検討には、地区模型を用

いたワークショップが有用である。 
(1)地区現況模型の制作 

 本研究では、錦二丁目の 16 街区について、

1/250地区現況模型を制作した。2007年9月時

点の建物の形態をスタイロフォームで再現し、

そこにファサード写真を貼り付けた。なお、こ

の地区模型は、名古屋大学環境総合館に設置さ

れている環境シミュレーション・システムに対

応しており、CCD カメラによる街並み映像の

記録が可能である。 

20階建以上（超高層）

11-19階建（高層2）

6-10階建（高層1）

4-5階建（中層）

3階建

2階建

1階建
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写真 8-1 錦二丁目の地区現況模型と環境シミ

ュレーション・システム 
(2)2007年ゑびす祭におけるワークショップ 

 2007年11月10日（土）・11日（日）に開催

されたゑびす祭に合わせて、ゑびすビル Part3
の２階にて、中部大学と名古屋大学の共同で「ま

ちのデザイン展」を開催した。両大学の錦二丁

目を対象とする建築設計演習の成果物を展示す

るとともに、本研究で制作した1/250地区模型

と住宅地図を設置し、簡単なワークショップを

実施した。地区模型と住宅地図を前に、錦二丁

目の現状と将来に関する意見交換を行い、錦二

丁目内の建て替え・再開発の構想・計画に関す

る情報収集を行った。その結果、未公表の構想・

計画に関する情報も多く収集され、錦二丁目の

都市空間が大きく変化しつつある現実が明らか

になった。 
 

 
写真 8-2 「まちのデザイン展」におけるワー

クショップの様子 

(3)今後の展開 

 本研究で制作した地区現況模型は、錦２丁目

まちづくり連絡協議会の依頼により、ゑびす祭

終了後も、引き続き、ゑびすビルPart3の２階

に設置され、協議会メンバーの会合等で活用さ

れている。 
 今後は、ゑびす祭におけるワークショップで

収集した建て替え・再開発の構想・計画に関す

る情報等に基づき、将来の都市空間を再現し、

都市空間の将来像を検討する際の素材にして頂

きたいと考えている。 
 
９．錦二丁目の都市空間マスタープランに関わる主要論点 
 以上より、錦二丁目の都市空間マスタープラ

ンに関わる主要論点を、次のように整理する。 
(1)多世代居住機能の導入に向けた容積率調整 

 錦二丁目の人口は、2005 年以降、男性及び

30 代・40 代を中心に、増加している。これは

単身者向けマンションの建設によるものだと推

察される。子供も含めた多世代居住を実現させ

るためには、良好な居住環境を確保するため、

容積率規制を現在の 600%から適正値へ下げる

必要があると考えられる。土地利用・都市形態

の分析により、高度利用の余地がある（まだ高

度利用されていない）地区内部において容積率

規制を強化する可能性が示唆される。一方、業

務化・高層化が進む幹線道路沿いは、良好な居

住環境の確保は難しいため、容積率規制の強化

は非現実的である。地区内部の容積率を幹線道

路沿いに移転する 16 街区全体での容積率調整

もあり得るかも知れない。いずれにせよ、錦二

丁目における居住のあり方を検討し、容積率調

整の議論を行うことが重要であると考えられる。 
(2)街区内都市基盤の計画・デザイン 

 特に幹線道路から離れた地区内部において、

会所・閑所、路地の継承・再生を望む声が多い。

土地利用・都市形態の分析より、街区は多数の

敷地によって細分化され、かつて存在した街区
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内の空地や路地は極めて少なくなっていること

が分かる。今後、会所・閑所や路地を街区内で

再生していくためには、個別敷地単位ではなく

街区全体の空間構成をトータルに検討する必要

がある。会所・閑所や路地を共有都市基盤とし

て計画・デザインし、それらを前提とした建て

替えや再開発を展開するのである。 
(3)街路の計画・デザイン 

 錦二丁目の 16 街区の中には、それぞれ特徴

を持つ６本の道路が通っている。車道、歩道、

場合によっては自転車道、建物、アーケード等

で構成される街路のトータルな計画・デザイン

が望まれる。その際には、車道・歩道・自転車

道の配分、建物のデザイン誘導、アーケードを

改修するか撤去するか、トラックの荷捌きスペ

ースの確保、街路樹やベンチといったストリー

ト・ファーニチュアの配置等について、具体的

な検討が必要となろう。 
(4)建て替え・再開発案件への個別対応 

 以上の主要論点を中心とする都市空間マスタ

ープラン策定の作業には、長い時間が必要であ

る。一方、「まちのデザイン展」におけるワーク

ショップで明らかになったように、錦二丁目に

は都市空間を大きく変化させる建て替え・再開

発の構想・計画が多くある。したがって、都市

空間マスタープランの検討を進める一方で、建

て替え・再開発の案件に個別対応し、これまで

検討してきたまちづくりビジョンの要素をリク

エストしていく取り組みが必要である。リクエ

ストの蓄積もまた都市空間マスタープランの充

実化につながる。 
 
１０．おわりに 
 錦二丁目の都市空間の協働的・持続的マネジ

メントについては、前章で示した主要論点を中

心に都市空間マネジメントの中核となる都市空

間マスタープランの策定が進むことに期待を寄

せる。 

 一方、吉村（2007）が示している通り、名古

屋市内には、この他にも多くの地区まちづくり

の取り組みがあり、それらの支援が必要とされ

ている。錦二丁目のように、既にまちづくりの

観念的・理念的ビジョンや個別アイディアの蓄

積があるものについては、本研究で試行したよ

うに、都市空間マスタープランの道筋を提示し、

人口・世帯数分析、土地利用・都市形態分析、

地区模型を用いたワークショップ、主要論点の

整理といった都市空間マスタープラン策定の

「現状分析・将来予測」、「空間構想・空間構成」

に関わる作業を専門家が行うことが望まれる。 
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１．はじめに 
 
 持続可能な都市再生の主要課題の１つは、既存の都市空間（都市の物的環境）の更新（改

造・改善・修復）を通じて魅力的な都市空間を創出し、人々の生活の質の向上に貢献する

ことである。そのためには、地区毎に、都市空間の将来像を構想し、その実現に向け、歴

史的建造物の保全・活用、老朽化・陳腐化した建造物の建て替えや改修、安全・快適な歩

行者・自転車空間の整備、公園やオープン・スペースの整備、美しい街並みの誘導、各種

生活支援施設の整備、環境への配慮、安全で清潔な公共空間の維持といったハード及びソ

フトの多岐に渡る施策を複合的・効果的かつ個性的に展開することが期待される。ここで

重要なのは、こうした都市空間のマネジメントには、その作り手・使い手である市民、企

業、政府、非営利活動団体等の多様な主体が関与することであり、それを可能とさせる制

度、方法、技術の探究と適用が求められているところである。 
 
 名古屋市中区錦二丁目（写真 1-1〜4）は、「長者町」の名で知られる繊維問屋街である。

第二次世界大戦後、東京の堀留、大阪の船場と並ぶ三大繊維問屋街の１つとして繊維産業

を支えて来たが、長引く不況や産業構造の変化により問屋の廃業が進み、空きビルや空地、

駐車場が目立って来ている。一方で、繊維問屋街の独特の雰囲気と地下鉄の利便性が相俟

ってか、近年、魅力的な店舗、新しい集合住宅、多様なスモール・ビジネスが徐々に進出

している。 
 

  

  写真 1-1 繊維問屋街の独特の雰囲気     写真 1-2 目立つ駐車場 
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    写真 1-3 老朽化する建物       写真 1-4 新しい魅力的な店舗 
 
 このように街の状況が大きく変わる中、2004 年 3 月には地元の繊維問屋街の業者らが

錦二丁目まちづくり連絡協議会を設立し、NPO 法人まちの縁側育み隊の支援の下、自らが

策定したまちづくりのビジョンに基づき、錦二丁目の桜通、伏見通、錦通、本町通に囲ま

れた 16 街区（図 1-1〜3）のまちづくりを進めようとしている。ただし、そのビジョンは

観念的・理念的なものあるいは個別アイディアの蓄積に留まっており、都市空間の将来像

及びそれを実現する施策は定まっていない。建て替え・再開発の構想・計画が相次ぐ今、

都市空間の将来像及びそれを実現させる施策を定め（これは、都市空間マスタープランを

策定することに他ならない）、そのプランを中核に都市空間を協働的・持続的にマネジメン

トしていくことに期待が寄せられている。 
 

 
図 1-1 錦二丁目の位置 

（錦二丁目まちづくり連絡協議会・錦２丁目まちづくり http://www.kin2.bpl.jp/） 
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図 1-2 錦二丁目の航空写真（点線内が対象とする 16 街区） 

 

図 1-3 錦二丁目の３次元イメージ（点線内が対象とする 16 街区） 
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 本研究では、まず、既成市街地における都市空間マスタープラン策定の作業とそれを支

える技法に関する一般的枠組みを示し、その枠組みの下で錦二丁目のまちづくりビジョン

とその検討過程を分析・評価した。そして、錦二丁目における都市空間の協働的・持続的

マネジメントの実現を意識した都市空間マスタープラン策定の道筋を提案し、次の展開に

つながる都市空間マスタープラン策定の予備的作業（名古屋市の既存計画等の分析、人口・

世帯数の分析、土地利用・都市形態の分析、地区模型を用いたワークショップの準備、錦

二丁目の都市空間マスタープランに関わる主要論点の整理）を試行した。（図 1-4） 
 本研究は、平成 19 年度、錦二丁目まちづくり連絡協議会及び NPO 法人まちの縁側育み

隊の主要メンバーのご理解・ご協力の下、筆者が錦二丁目のまちづくり活動に参加しなが

ら、これまでのまちづくり活動を分析・評価し、活動をさらに展開させるための提案と予

備的作業を行った、実践的な研究である。 
 

 
図 1-4 本研究の構成 
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２．都市空間マスタープラン策定に関する一般的枠組み 
 
(1)計画策定作業の３つの側面とそれを支える３種類の技法 

 
 都市空間マスタープランの策定（以下、「計画策定」）は、都市の現在そして未来の状況

を見据えながら、多様な主体の都市空間に対する要求を踏まえ、都市空間形成の目標・方

針・施策を統括的に定める取り組みである。本研究では、図 2-1 の通り、計画策定の作業

が、理念的には、「現状分析・将来予測」、「空間構想・空間構成」、「合意形成・意思決定」

の３つの側面で構成され、それらは性質の異なる３種類の技法（科学的技法、創造的技法、

政治的技法）によって支えられていると考える。ただし、以上は理念的な類型に過ぎず、

実際の作業・技法は同時に２つあるいは３つの側面・性質を持ち得る。ここで、「技法」と

は、手順、過程、段取りを意味する「方法」と、わざ、手法を意味する「技術」を包含す

る概念である。 
 

 

図 2-1 計画策定作業を構成する３つの側面とそれらを支える３種類の技法 
 
 マスタープランの概念が確立・普及した米国では、1980 年代に多くの都市でダウンタウ

ン・プランが策定された。それらの事例は、既存の都市空間の更新や多様な主体の参加を

前提として、多岐に渡る施策を複合的・効果的かつ個性的に展開するための計画策定の先

駆的取り組みである。村山（2004a）は、ポートランド・セントラル・シティ・プラン（1988
年）及びダウンタウン・シアトル土地利用・交通プラン（1985 年）の策定過程を詳細に分

析し、ダウンタウン・プラン策定技法の体系を一般的枠組みとして提示している（図 2-2）。 
 まず、計画策定の過程は、次の３つの段階で構成されるとしている。 
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 そして、上記の各段階には、計画策定作業の３つの側面に対応する作業が要求され、そ

れらの作業は３種類の技法によって支えられるとしている。例えば、段階 I（錦二丁目の

現在に相当すると考えられる）では、次の方法と技術が特定されている。 
 

 
 村山（2004a）が分析した計画策定事例は、ダウンタウン全体という広い範囲を対象と

する市主導の取り組みであり、豊富な人材と資金に恵まれていた。一方、錦二丁目におけ

る都市空間マスタープラン策定は、16 街区を対象とする市民主導の取り組みであり、十分

[段階 I：計画案の方向性の設定] 
現状分析及び将来予測から得られた客観的情報と市民意見の収集・分析から得ら
れた主観的情報に基づき、計画案の方向性を設定する段階 
 
[段階 II：計画案の部分と全体の構成と調整、選択肢の作成] 
部分（地区別・分野別）の計画案から全体の計画案を構成し、計画案の内容評価
を通じて部分または全体の計画案を調整（修正）した上で、計画案の選択肢を作
成する段階 
 
[段階 III：計画案の選択肢の絞り込み] 
計画案の影響評価から得られた客観的情報と計画案及びその影響評価に対する
市民意見の収集・分析から得られた主観的情報に基づき、計画案の選択肢を絞り
込む段階 

[現状分析・将来予測を支える技法] 
・複数主体による現状分析・将来予測作業を統括する方法 
・ダウンタウンと都市圏の関係やダウンタウンの土地利用・都市デザイン等の情
報を収集し、その内容を表現する技術 

・既存の目標・方針・計画を分析し、計画策定の出発点となり得る共通目標やテ
ーマを抽出する技術 

・地区毎・土地利用ゾーン毎の開発／再開発可能量を算定する技術 
・将来発生する新規開発の量と場所、形態を予測する技術 
 
[空間構想・空間構成を支える技法] 
・市民意見を出発点としてビジョン・目標・方針案を検討する方法 
・空間構造の理想的なモデルを現実的なモデルへと発展させる方法 
・シャレット（集中的・徹底的なデザイン・ワークショップ）のファシリテーシ
ョン技術 

・調査・研究結果とビジョン・目標・方針案に基づき空間構造モデルを作成する
技術 

・現状分析・将来予測結果と市民意見を基礎に代替計画案のためのガイドライン
を作成する方法 

 
[合意形成・意思決定を支える技法] 
・計画対象エリアの目標・課題に関する市民意見を収集するための多様な手段を
企画・実施する技術 

・収集された市民意見を分析する技術 
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な人材と資金に恵まれているとは言い難い。よって、この都市空間マスタープラン策定に

関する一般的枠組みをそのまま錦二丁目に適用することはできないが、その基礎となって

いる「計画策定作業を構成する３つの側面とそれらを支える３種類の技法」の捉え方や、

計画策定作業を支える方法と技術は、錦二丁目における都市空間マスタープランの策定に

一定の示唆を与える。 
 

 
図 2-2 ダウンタウン・プラン策定技法の体系 

（村山顕人（2004a）「成熟都市の計画策定技法の探究：米国諸都市のダウンタウン・プラ

ン策定に見る方法と技術」東京大学博士学位論文） 
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(2)計画策定に関するより具体的な規範 

 
 自治体の一部区域を対象とする計画の策定に関するより具体的な規範は、何人かの実務

家によって提示されている。ここでは、米国で広く知られている Kaiser 他（1995）、Sedway
他（1983）、Anderson（1995）が提示した規範の概要を紹介する。 
 
■Kaiser 他（1995）による Small-Area Planning 

 
 Kaiser 他（1995）は、Small-Area Planning を「コミュニティの具体的な開発の方向

性を定めるために、自治体全域の土地利用計画と地元利害関係者との対話に基づき、自治

体の一部区域を対象とする詳細計画を策定する過程」と定義し、その規範を提示している。 
 Kaiser 他（1995）が提示した Small-Area Planning の手順は次の通りであり、その全

体像は図 2-3 で示された。 
・プランニング／調査プログラムの設計 
・成長に関わる社会、財政・経済、環境、都市デザインの課題の特定 
・市民参加による目標・方針の明確化 
・土地利用、交通、視覚的形態、経済状況、住宅、コミュニティ施設、規制、財源の現状

を説明する情報の整理と分析 
・計画の（内容的）範囲と形式の決定 
・スケッチ・プラン（代替計画案）の作成（スケッチ・プランでは土地利用の複合と密度

のパターン、交通・駐車場のパターン、都市デザインの選択肢、実現可能性が示される。） 
・公共交通中心の商業エリア、新しい公園やレクリエーション施設など重要な敷

地やプロジェクトの検討 
・エリア全体の土地利用、交通、都市デザインの選択肢の検討 

・スケッチ・プランに対するパブリック・レビューの実施 
・パブリック・レビューの結果に基づく計画素案の作成と評価（実現プログラムと環境影

響評価を含む） 
・計画素案に対するパブリック・レビューの実施 
・パブリック・レビューの結果に基づく最終計画案の作成 
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図 2-3 Small-Area Planning の手順 

（Kaiser, Edward with David Godschalk and F. Stuart Chapin, Jr. (1995) “Urban 
Land Use Planning 4th Edition”, University of Illinois Press, p.459） 
 
■Sedway 他（1983）による Downtown Planning: Basic Steps 

 
 次に、Sedway 他（1983）は、Kaiser 他（1995）が提示した Small-Area Planning の

手順を既にダウンタウン・プラン策定の基本的手順として提示していた（図 2-4）。そして、

ダウンタウン・プラン策定の必要条件を整理した上で、初期段階、目標設定、調査チェッ

ク・リスト、選択肢と代替案の作成とテスト、実現プログラムの各作業の処方箋を与え、

このような計画策定アプローチの根拠を提示している。ここでは、その概要を整理する。 
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図 2-4 ダウンタウン・プラン策定の基本的手順 

（Sedway, Paul and Thomas Cooke (1983) “Downtown Planning: Basic Steps”, 
Planning, vol.49, no.12, pp.22-23） 
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［ダウンタウン・プラン策定の必要条件］ 
・主要な土地所有者とテナントの支持が重要である。両者は計画の必要性を確信していな

ければならない。しかし、計画局（あるいは計画策定者）は、コミュニティ全体の長期

的目標と相反する可能性のある短期的・特別な課題を抱えるダウンタウン諸団体の利害

のみを扱うのではない。市民諮問委員会は、政治的実現可能性とコミュニティ受容

（community acceptance）の打診委員会（sounding board）として機能するだけでな

く、助言や情報を与えることができる。 
・市政府全部局の協力と支持は市民参加と同じくらい重要である。関係する全ての部局と

機関の代表者で構成される技術諮問委員会が設置されるべきである。計画策定の最も難

しい側面の１つは、様々な職員の専門的先入観を調整することであり、最も求められて

いるニーズの１つは、様々な部局の異なるプログラム、方針、優先順位を調整すること

である。 
・市全体の基本計画がダウンタウン・プランを先導するべきである。新しい基本計画の策

定や古い基本計画の修正の財源がない場合、ダウンタウン・プランでは、市の中心エリ

ア全体の役割について特別な配慮が必要である。 
 
［初期段階］ 
・スケジュール、スタッフを含む詳細なプログラムを作成する。 
・中心地区の境界を設定する。調査エリアには、隣接する住宅地区、工業地区、シビック・

センター、小売商業地区など、ダウンタウンと重要な関係を持つ隣接エリアも含まれる

べきである。 
・計画策定中の過度な土地投機を防止するために、何らかの暫定コントロールの設定が検

討されるべきである。行政レビュー、条件付き許可、臨時的ダウン・ゾーニング、完全

な開発モラトリアム（一時禁止）などが考えられる。 
 
［目標設定］ 
・計画策定の早期段階に計画の目標・目的の声明を発行するのが良い。目標・目的声明は、

コミュニティを計画策定プログラムに注目させ、早期段階のパブリック・インプットを

可能とし、プログラムへのコミュニティ・コミットメントを促す。 
・目標・目的声明は、具体的な課題に関連付けられていなければならない。課題を特定す

る最善の方法は、いくつかの将来開発シナリオを作成することである。シナリオは、成

長（または非成長）の影響を明らかにし、具体的な社会、環境、交通、財政、都市デザ

インの影響を提示するために分析され得る。 
 
［調査チェック・リスト］ 
 現状の徹底的な解剖はダウンタウン・プラン策定プログラムの命である。 
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・土地供給：新規開発や再開発のための土地はどれか。開発可能性は、土地価格と改善価

格（improvement value）の比を示す経済的未利用調査（economic underutilization 
study）によって特定される。オフィス・商業成長は、都市圏のデータと市場状況の一

般的な知識に基づく典型的な需要分析で予測される。それは、後に経済的実現可能性を

決定する際のバックグラウンド情報を提供する。同様の分析が住宅に対しても行われる

べきである。 
・交通：交通調査は、土地利用調査と整合的に実施され、ダウンタウン就業者の居住パタ

ーンと利用交通手段の調査が含まれるべきである。交通調査は、中心業務地区の多様な

土地利用選択肢の交通への影響をテストするためのコンピューター・モデルの基礎を提

供し得る。 
・交通容量：トランジット・モールなど必要とされる改善事業を特定するためには、交通

容量の分析も重要である。駐車場の供給・需要調査も含まれるべきである。 
・視覚的形態：都市デザインは、これまで最も軽視されてきたが、最も重要な課題である。

視覚的形態は、市民のダウンタウンに対する反応に影響する重要な要素である。調査は、

中心業務地区の自然及び物的要素、移動のチャンネル、視覚的構造を扱うべきである。 
 
［選択肢と代替案の作成とテスト］ 
 土地利用、交通、視覚的形態の選択肢を作成する。それぞれの選択肢がうまく行くと確

信したら、それらをエリア全体の代替案へと合体させる。どの代替案が目標と目的に最も

良く適合するかを検討する代替案のテストでは、直感と常識が重要な役割を果たす。ただ

し、次の３つのガイドラインが適用されるべきである。 
・土地利用拡張の空間は、現在のトレンド、交通提案、視覚的形態と特徴への影響を考慮

した上で、配分されるべきである。 
・道路は、公共交通、歩行者道、駐車場施設を統合するトータル・システムとして設計さ

れるべきである。 
・視覚的形態は、土地利用及び交通に関する決定に影響するものとして扱われるべきであ

る。 
 
［実現プログラム］ 
 ダウンタウン・プランには実現プログラムが含まれるべきである。実現手段に関する現

在のトレンドは、土地利用の消極的コントロールではなく積極的コントロール（端的には

禁止ではなくインセンティブ）である。しかし、警察権力の規制は、本質的には消極的コ

ントロールだが、有効に適用される。容積率、空地率、密度移転、駐車場要件、「垂直的」

ゾーニングなどである。この他、デザイン・レビュー、specific plan、公的・準公的主体

による開発、都市更新プログラム、公共改善（capital improvement）プログラムなどの

実現手段がある。 
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［計画策定アプローチの根拠］ 
・ダウンタウン・プランは、計画されるエリアの徹底的な理解を必要とする。生データの

取り扱いのみならず、ダウンタウンが現実的にどう機能しているのかの完全な理解、中

心地区に対する市全体の態度に関する完全な理解が必要である。 
・ダウンタウン・プランは、プランニングと都市デザインのギャップを埋めなければなら

ない。現代のプランニングは、土地利用、交通、公共施設の配置の決定において、都市

デザインの要素を軽視することが多い。逆に、近代建築は、個別の建造物を周辺環境に

関連付けることを怠ることが多い。 
・大雑把な可能性の提示は、変化を促すための方法ではない。現実的な選択肢が提供され、

その含意が明確化されなければならない。具体的な施策プログラムは、ダウンタウンに

向けられる全ての公的取り組みを取り扱わなければならない。 
・多数のダウンタウン・プランが無視されてきたことは、創造性と権力のギャップまたは

プランナーによる政治的現実の軽視を証明している。いずれも悲劇である。 
 
■Anderson（1995）による Urban Plan 策定のためのガイドライン 

 
 そして、Anderson（1995）は、Urban Plan 策定のためのガイドラインの中で、ダウン

タウン・プランを含む地区レベルの計画の策定手順を提示している（図 2-5）。手順は、（１）

地区境界の設定→（２）課題の特定→（３）参加者の特定→（４）委員会の設置→（５）

作業プログラムの作成→（６）情報の収集→（７）関連計画の分析→（８）現状分析・将

来予測→（９）仮定の設定→（10）目標・目的・方針の検討→（11）参加者との対話→（12）
主要デザイン・コンセプトの特定→（13）スケッチ・プラン（代替計画案）の作成→（14）
スケッチ・プラン（代替計画案）の評価→（15）参加者との対話→（16）計画案の作成→

（17）実現プログラムの作成→（18）計画案の影響評価→（19）参加者との対話→（20）
計画の発行である。Kaiser 他（1995）や Sedway 他（1983）が提示した計画策定の手順

とほとんど変わらない。 
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図 2-5 地区レベルの計画の策定手順 
（Anderson, Larz (1995) “Guidelines for Preparing Urban Plans”, Planners Press, 
p.128） 
  
 Anderson（1995）が Kaiser 他（1995）や Sedway 他（1983）と異なるのは、次の通

り、プランナーに必要とされる Urban Plan 策定の技術（skill）も列挙している点である。

ただし、技術の列挙に留まり、各技術の説明はない。 
 
［課題と優先順位の把握］ 
 世論調査、インタビュー、予算やレポートの内容分析、ニーズ・アセスメント、状況ア

セスメント、デルファイ法の適用 
 
［目標・目的・基準の作成］ 
 目標プログラム、目標に含意される目的の特定、達成度の把握に用いる基準の定義 
 
［方針・原則・基準の特定］ 
 地元で認められている実践（locally accepted practice）のレビュー、他エリアで認めら

れている方針・原則・基準のレビュー、公共政策分析 
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［データの収集と分析］ 
 データ・バンク、土地利用パターンと交通の自然環境による制約に関する一般的な分析、

構造化された土地収容能力分析、リモート・センシング・データの取得と分析、土地利用

マッピング、土地利用目録の定量的分析、コミュニティ資産の目録の維持とライフ・サイ

クル分析、ニーズ・アセスメント、社会的・経済的・物的変化に関するモニタリング指標、

生活の質に関するモニタリング指標 
 
［予測］ 
 複数の将来シナリオの起草、トレンド推定、コーホート人口推定、経済活動の予想、人

口及び経済の予想に基づく土地利用の要件の推定、土地利用・交通シミュレーション・モ

デル、交通モデル 
 
［計画の作成］ 
 課題レポート、自然及び物的環境の計画（将来土地利用の空間的関係の図示、将来土地

利用要件の定量化、個別土地利用と周辺環境・都市基盤・トリップ発生と交通パターン・

その他土地利用の関連付け、スケッチ・プランニング、都市デザイン）、地域経済の計画（経

済状況に関するデータの収集と分析、経済開発プログラムのプランニング）、社会環境の計

画（地元人口に必要なサービスの特定、地元人口に提供されているサービスの適切性の特

定と測定、満たされていない社会サービス・ニーズの特定、満たされていない社会サービ

スを提供する戦略の策定）、政府の構造及び活動の計画（必要な政府サービスの特定、政府

サービス提供システムの特定と評価、提供される政府サービスの種類と量の変更提案、政

府サービス提供の公平性と効率性をモニタリングする方法の特定、税金システムの公平性

と効率性をモニタリングする方法の特定、政府の企業活動の効率性をモニタリングする方

法の特定） 
 
［計画実現プログラムの設計と管理］ 
 計画実現の基礎的戦略の立案、特定の実現プログラムの起草、計画実現プログラムの管

理 
 
［影響評価］ 
 環境影響評価、経済影響評価、財政影響評価、社会影響評価、インプット／アウトプッ

ト分析、費用便益分析、費用対効果分析、目標達成マトリックス分析、プログラム評価 
 
［市民参加］ 
 デルファイ法、市民へのお知らせ、効果的な市民参加手法の開発 
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［コミュニケーション］ 
 話し言葉の使用、書き言葉の使用、数字の使用、図表の利用、プレス関係、他のメディ

ア、交渉と調停 
 
［その他］ 
 作業プログラミング、提案に対するリクエストの作成と返答、コンサルタントの効果的

利用、統計技術の適用、決定理論の適用、都市システムの効率性の分析、公共プログラム

の効率性の分析、コンピューターの利用 
 
 このように、Kaiser 他（1995）、Sedway 他（1983）、Anderson（1995）が提示した計

画策定の規範は、いずれも、現状分析・将来予測に基づき課題を特定した上で目標・方針

や代替計画案、計画案を作成し、それらの間で市民意見の収集や計画案の評価を行う、と

いう個別作業を含む一連の手順である。また、そこには、計画策定作業の３つの側面が含

まれていた。そして、Sedway 他（1983）は各作業の処方箋を与え、Anderson（1995）
は各作業においてプランナーに必要とされる技術（skill）を列挙した。 
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３．錦二丁目のまちづくりビジョン 
 
 錦二丁目の 16 街区では、NPO 法人まちの縁側育み隊（以下、「NPO」）の支援の下、錦

二丁目まちづくり連絡協議会（以下、「協議会」）により、まちづくりのビジョンが検討さ

れている。 
 

(1)錦二丁目まちづくり連絡協議会 

 
 錦二丁目まちづくり連絡協議会（会長：会長：山口兼市氏、図 3-1）は、2004 年 3 月に

地元の繊維問屋街の業者らが設立した組織で、「住民が住む理想のまちを実現するために、

仲間が交流・連携し、住民・行政・専門家のパートナーシップにより錦 2 丁目全体として、

より良いまちを育んでゆくこと」を目的としている。その活動内容は、会員相互の交流促

進、会員への情報提供、行政機関との協議・調整、錦２丁目全体の街づくり提案及び関連

する制度やルールの協議・検討、各街区のまちづくり協議会等との連絡調整、広報・イベ

ント等の事業である（図 3-2）。 
 

 

図 3-1 錦二丁目まちづくり連絡協議会の組織 
（名古屋・錦二丁目まちづくり連絡協議会（2007）「錦二・街風人（会報）」（2007 年 4 月

11 日発行）p.1） 
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図 3-2 錦二丁目まちづくり連絡協議会の平成 19 年度事業計画案 

（名古屋・錦二丁目まちづくり連絡協議会（2007）「錦二・街風人（会報）」（2007 年 4 月

11 日発行）p.3） 
 

(2)NPO 法人まちの縁側育み隊 

 
 特定非営利活動法人（NPO 法人）まちの縁側育くみ隊（代表理事：延藤安弘氏）は、「福

祉の増進、社会教育、まちづくり、文化、芸術、環境保全、子どもの健全育成を図る活動

の多機能が混ざり合う、ソフトとハードが相互浸透する場所としての、まちの縁側を立ち

上げ、まちとくらしを支援する多様な事業を、人々の善意とボランタリー精神をもって行

い、市民、行政、企業、が参画しそれぞれの責任を果たす市民社会の実現と市民公益に寄

与すること」を目的としている。同法人のプロジェクトは、「東区文化のみち創造」、

「ENGAWA design」、「公共施設活用支援」、「子どもまち学習支援」、「まち育て支援」、「ま

ちの縁側学習・交流」、「調査研究・提言」、「イベント参加」と多岐に渡るが、「まち育て支

援」の１つとして 2004 年に開始された「錦２丁目まち育てプロジェクト」は、「都心地区
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再生のまち育てを実現するため、まち全体の活力と個性を生かし、まちづくりのルールづ

くりを行なう」ものである。 

 

(3)まちづくりビジョンの検討過程 

 
 協議会正式発足前の 2003 年度は、協議会発足メンバーを中心に６回のワークショップ

が開催され、錦二丁目まちづくりビジョンが策定された。その後、2004 年度・2005 年度

には講演会、視察会、座談会等が実施された。2006 年度になると６回の錦二丁目縁側大楽

まちのデザイン塾が開催され、錦二丁目まちづくり憲章（まちの魂を短歌でうたう世界初

の試み）がとりまとめられた（図 3-3）。2007 年度も、引き続き、６回の「錦二丁目縁側

大楽まちのデザイン塾」が開催され、「カルタによる思いの表現」が蓄積された。それぞれ

の概要は次の通りである。 
 

(4)錦二丁目まちづくりビジョン 

 
 錦二丁目まちづくりビジョンは、「伏見中心核の創出」、「都市型商住モデル地区の形成」、

「地域活性化に対する仕掛け創り」、「情報発信・情報交換機能の充実」という４つの目標

を掲げ、それを実現するための「にぎわいのある街」、「歩いて楽しい街」、「美しい景観の

街」、「歴史と文化のある街」、「安心・安全な街」という５つの方針を定めている。そして、

関連するプロジェクトが例示されている（資料 3-1）。都市空間（都市の物的環境）に関わ

るプロジェクトの例としては、都市型商住共生モデル住宅の建設、都市機能別の軸・ゾー

ンの設定、住居サポート系・賑わい創出系・タウンセンター（デザイン・ファッションの

中核施設）各種施設の配置、コミュニティ・スペースとしてのメインコート及びサブコー

トの配置、魅力ある交差点空間の計画、街路灯・舗装の再整備、歩道上の植栽・ベンチ・

駐輪場の整備、アーケードの撤去または改修、沿道型建物による街並み形成、街路樹やポ

ケットパークの整備、歴史資産の活用などがある。ただし、これらは、錦二丁目の空間形

成に関わる具体的なプロジェクトのアイディアに過ぎず、その後、規制や事業として実現

されたわけではない。 
 

(5)まちづくり憲章 

 
 まちづくり憲章は、「住民にとって安心して住み続けられ、商業者にとって活力をとり戻

し、新しい社会状況のもとでのまちの元気の創造を目指す」ために、まちづくりワークシ

ョップの参加者及び地区内の住民・就業者が短歌でまちづくりのビジョンを表現したもの

である。168 点の短歌は、「まちづくりの夢を分ち合おう」、「歴史とまちの宝を慈しみ未来

へつなげよう」、「ソフトハードにじみあう景観まちづくり」、「商業の伝統を生かし未来へ」、
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「住むに値するまち」、「多世代結びあうコミュニティー」、「混乱を制御し安心安全のまち

づくり」、「五感触発賑わいと和みのあるまち」「よき変化への誘導、その他」という９つの

柱で整理された。 
 

 
図 3-3 まちづくり憲章 

（錦二丁目まちづくり連絡協議会（2006）） 
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(6)カルタによる思いの表現 

 
 2007 年度の錦二丁目縁側大楽まちのデザイン塾では、「志援講座」（講師によるレクチャ

ー）の後、「志援表現」としてカルタによる思いの表現（ワークショップ）が行われた（写

真 3-1〜3）。そのねらいは、「マスタープラン（骨格計画、地区計画）」への提案につなが

ること」、「事業計画、「めぐみ」増殖大作戦、まちなみ／まちの道具リクエストプランにつ

ながること」について、参加者の思いを引き出すことである。参加者は、配布された２種

類の用紙に、カルタ的文言表現、俳句や短歌的表現、イラスト表現を行った（図 3-4）。 
 

   
写真 3-1〜3 まちのデザイン塾のワークショプの様子 

（錦二丁目まちづくり連絡協議会（2007）「錦二丁目縁側大楽まちのデザイン塾の履歴第

１回」） 
 



- 22 - 

 

図 3-4 カルタによる思いの表現のまとめ 
（錦二丁目まちづくり連絡協議会（2007）「錦二丁目縁側大楽まちのデザイン塾の履歴第

１回」） 
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(7)まちづくりビジョンとその検討過程の分析・評価 

 
 このように、多様な手段によりまちづくりのビジョンが検討されているが、そのビジョ

ンは観念的・理念的なものあるいは個別アイディアの蓄積に留まっており、都市空間の将

来像及びそれを実現する施策は定まっていない。ただし、現在、協議会の中で、以上の取

り組みをマスタープランとしてまとめる活動が始まりつつある。都市空間（都市の物的環

境）については、まちづくりビジョンを踏まえると、碁盤目状の街区構成や会所・閑所、

路地の継承・再生、街の緑化、ベンチや街路樹の設置を含めた歩道の再整備、自転車道の

設置、アーケードの改修または撤去、トラックの荷捌きスペースの確保、多世代居住を可

能とさせる住宅の供給と住環境の整備などが検討課題となろう。 
 まちづくりビジョンの検討過程は、前章(1)で示した都市空間マスタープラン策定に関す

る一般的枠組み「計画策定作業を構成する３つの側面とそれらを支える３種類の技法」の

下、次のように評価されよう。 
・現在の錦二丁目は、計画案の方向性を設定する段階 I に位置すると考えられる。 
・多様な手段を企画・実施し、計画対象エリアの目標・課題に関する市民意見を収集し、

それを出発点としてビジョンを検討している。 
・計画対象エリアと都市圏の関係や計画対象エリアの土地利用・都市デザイン等の情報の

収集・表現、既存計画等の分析を通じた共通目標やテーマの抽出、開発／再開発可能量

の算定、将来開発予測といった現状分析・将来予測に関わる作業が十分に行われていな

い。 
・空間構造モデルの作成、代替計画案のためのガイドラインの作成、デザイン・ワークシ

ョップを通じた検討といった空間構想・空間構成に関わる作業が十分に行われていない。 
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４．都市空間マスタープラン策定の道筋 
 
 筆者は、2007 年度第２回錦二丁目縁側大楽まちのデザイン塾で、「錦二丁目のまちづく

りマスタープランを考える：米国から学ぶ多縁協働の都市デザインマネジメント」という

テーマのレクチャーを行う機会に恵まれた。その中で、次の通り、錦二丁目における都市

空間の協働的・持続的マネジメントの実現を意識した都市空間マスタープラン策定の道筋

を提案した。（デザイン塾全体の記録は資料 4-1 参照） 
 

  

写真 4-1・2 まちのデザイン塾の様子 
 

(1)錦二丁目の印象 

 
 私は、大学院時代から米国諸都市における都市計画や都市デザインの実践について研究

を進めてきました。昨年 10 月に名古屋に移り住んで目にしたのは、日本の他の都市とは

異なる、米国の都市で見られるような都市基盤と街並みでした。特に、錦二丁目の繊維問

屋街は、米国諸都市のダウンタウン周縁部に見られる旧倉庫街にどこか似ていて、産業転

換に伴う一時停滞そして新しい機能の導入による再生の可能性を感じます。 
 

  

   写真 4-3 繊維問屋街独特の景観   写真 4-4 駐車場や空室、老朽化した建物 
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 錦二丁目に来てまず感じるのは、名駅や栄とは異なる、繊維問屋街独特の景観です。横

浜の中華街には中華街独特の景観がありますが、それに匹敵するくらいの個性があると思

います。錦二丁目には広幅員の道路が通っていて、比較的ゆったりとした街路空間があり

ます。駐車場や空室、老朽化した建物が目立つ一方、ゑびすビルなど新しい取り組みもあ

り、再生の兆しが見えます。そして何よりも特徴的なのは、街区の中央に会所という空間

があることです。 
 
(2)ポートランド・パール地区 

 
 さて、米国で旧倉庫街が複合市街地に再生された例として、オレゴン州ポートランドの

ダウンタウンに隣接するパール地区を紹介しましょう。ここは、昔は倉庫と町工場が立ち

並ぶ地区でしたが、産業転換とその後のまちづくりにより、近年、複合市街地に変貌しつ

つあります。例えば、大空間を有する倉庫がフィットネス・クラブに改修されたり、集合

住宅が積極的に建設されたり、路面電車が整備されたりしました。集合住宅は、既存の建

物の改修と新築がありますが、いずれの場合も、倉庫街独特の景観を守るために、昔の倉

庫に合わせたデザインとなっています。これは、地元の人達も参加して策定したデザイン・

ガイドラインによって実現されているのです。集合住宅が建設されたことにより、居住人

口が増え、公園の整備やアート・プロジェクトも進められました。今後、錦二丁目も、こ

のパール地区のように再生されるポテンシャルを持っていると思います。 
 

  

   写真 4-5 パール地区の街並み     写真 4-6 パール地区内の広場 
 
(3)名古屋大学の建築設計演習 

 
 話を錦二丁目に戻します。実は、昨年度、名古屋大学の建築学コース３年の建築設計演

習で錦二丁目を取り上げました。「錦二丁目 16 街区のまちづくり戦略を検討し、その実現

に寄与するキー・プロジェクトの設計提案をせよ」という自由度の高い課題を出しました。
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学生は、建物利用調査を通じて特に上層階の空室が多いことを発見したり、まちづくり戦

略のポイントとして会所の継承、既存建物の活用、駐車場・空地の活用、通りのデザイン、

アーケードの活用等に着目したり、自動車と歩行者の共生のあり方について考えたりしま

した。最終的には、街区 1/4 の再開発、既存建物と新築建物の連結、立体的な会所と路地、

街路の公園化、会所を守るための容積移転など、様々な設計提案が出てきました。 
 

  

写真 4-7・8 名古屋大学の建築設計演習における設計提案の例 
 
(4)都市空間のマネジメント 

 
 都市は様々な理由により成長したり衰退したりします。ただし、鉄鋼業の衰退で人口が

半減した米国オハイオ州ヤングスタウンの縮退型都市計画に対するハンター・モリソン教

授の言葉を借りると、本質的な問題は、「成長か衰退かではなく、変化をマネジメントする

こと」なのです。 
 
 都市空間のマネジメントとは、地区毎に、都市空間の将来像を構想し、その実現に向け、

歴史的建造物の保全・活用、老朽化・陳腐化した建造物の建て替えや改修、安全・快適な

歩行者・自転車空間の整備、公園やオープン・スペースの整備、美しい街並みの誘導、安

全で清潔な公共空間の維持といった多岐に渡る施策を効果的かつ個性的に展開していくこ

とです。ここで重要なのは、都市空間の構想・形成には、その作り手・使い手である市民、

企業、政府、非営利活動団体等の多様な主体が関与することで、こうした社会を構成する

多様な主体によって、都市空間を協働的・継続的にマネジメントしていくための仕組みが

必要なのです。 
 

(5)都市空間のマスタープラン 

 
 さて、都市空間のマネジメントの中核になり得るのが、都市空間のマスタープランです。
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これは、抽象的には、都市空間の現在そして未来の状況を見据えながら、多様な主体の都

市空間に対する要求を踏まえ、都市空間形成の目標・方針・施策を包括的に定める計画で

す。 
 
 例えば、先程紹介したポートランドのパール地区には、「パール地区整備計画：転換期の

地区の将来ビジョン」（2001 年）という都市空間のマスタープランがあります。この計画

には、まず、 
・多様な活動と建物の折衷的複合 
・創造性が奨励される場所 
・コントラストが都市環境の一部 
・住民、企業、ディベロッパーが協働してコミュニティをつくる場所 
・過去に敬意が払われている限り、変化と新しいアイディアが許容されるまち 
・多様な活動に人々が惹かれるまち 
・日常生活が街路や建物で感じられるまち 
という将来ビジョンが描かれています。その上で、物的環境、地区のアメニティ、住宅、

アートとカルチャー、経済的機会、エッジとゲートウェイ、交通及び駐車場に関する目標

とそれを実現させるための施策が文章と写真と図面によって表現されています。そして、

この計画の実現性を高めているのは、施策の優先度と推進主体が明確に書かれた表です。

こうして、多様な主体による都市空間のマネジメントが可能になっています。 
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図 4-1 パール地区整備計画 
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(6)都市空間のマスタープランをどう作るか 

 
 それでは、都市空間のマスタープランはどのように作れば良いのでしょうか。都市計画

の教科書には作成方法のモデルがいろいろと載っているのですが、今日は、錦二丁目で考

えられるモデルを私なりに提案してみたいと思います。モデルの各部分は、米国のいくつ

かの都市における取り組みからヒントを得ています。 
 
 このモデルは、素材集めと人集め→統括表づくり→図面・スケッチによる表現→模型づ

くり→論点メモづくり→論点の検討→シナリオづくり、というサイクルです。ただし、こ

のサイクルは一回だけでなく、何度も回します。また、こうしたサイクルを回すためには、

組織づくりと拠点づくりが必要となります。 

  
図 4-2 錦二丁目で考えられるマスタープランづくりの流れ 

 

 
図 4-3 統括表の例 
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 都市空間マスタープランの作成は、素材集めと人集めから始まります。名古屋市の既存

構想・計画、空間・社会・経済に関する客観的データ、計画中の開発事業、これまでに検

討されてきたまちづくりビジョンやまちづくり憲章、カルタによるアイディア、大学生に

よる設計提案等の素材を集めます。これらの素材から、まちづくりの課題や具体的なアク

ションの案が出て来るでしょう。素材集めは、同時に、人集めでもあります。地権者、デ

ィベロッパーを含む事業者、建築、開発、都市デザイン、都市計画、芸術、歴史、法律、

経営といった各分野の専門家、行政職員、大学生、錦二丁目ファンの市民を集めましょう。

マスタープランづくりを推進するディレクター、プロジェクト・マネージャー、スタッフ

も欠かせません。 
 
 素材と人が集まったら、具体的なアクションをリスト・アップし、その優先順位あるい

はタイム・スパン、主導主体を明確にし、統括表としてまとめると良いでしょう。これに

より、集まった素材、まちづくりの具体的なアクションが一覧でき、広い視野を持つこと

ができます。 
 
 次に、これらのアクションを空間的に翻訳します。図面やスケッチによって表現したり、

模型をつくったりして、具体的な都市空間の検討を進めます。 
 

  

      図 4-4 図面の例           図 4-5 スケッチの例 
 
 そうこうしているうちに、複数のアクション間でいろいろな対立点が出てくることが予

想されます。例えば、街並みとしては高層が良いのか、中層が良いのか、それとも低層が

良いのか。居住、業務、商業の機能をどのようなバランスで配置していくのか。歩行者、

自転車、自動車の共生をどのように考えるのか。産業として、繊維産業にこだわるのか、

それとも、IT やアート／カルチャーを積極的に導入していくのか。その他にも、たくさん

の対立点あるいは論点が出てくるかと思います。 
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 こうした対立点や論点については、それを明確にし、分かりやすい複数の代替案をつく

り、どの案が良いのかを徹底的に検討することが必要です。論点を敢えて顕在化させるこ

とにより、徹底的な議論を促し、新しい創造的な解決策を見出すのです。 
 
 そして、シナリオづくりです。それまでの検討内容を筋の通った計画として整理します。

なるべくシンプルなシナリオとし、マスタープランづくりに参加できなかった方々にも検

討の内容や過程が理解できるように心がけます。 
 
 これで、一応、マスタープランがまとまるわけですが、以上の一連の作業を何度も繰り

返すことにより、より充実した内容の、また、多くの方々が納得するマスタープランに進

化させます。このサイクルが協働的・継続的に回れば、都市空間のマネジメントがうまく

できると思います。 
 

(7)組織づくりと拠点づくり 

 
 こうしたマスタープランづくりを支えるのが、組織と拠点です。組織については、米国

のメインストリート・プログラムを例にとれば、組織運営、プロモーション、デザイン、

経済立て直しといった専門部会をつくり、いろいろな主体が各自の得意分野で活躍できる

ようにします。また、マスタープランづくりで使った図面やスケッチ、模型を囲んで、常

にまちづくりの話し合いができるような拠点を作ると良いでしょう。ポートランドのサウ

ス・ウォーターフロントというところでは、ディベロッパーが拠点をつくり、おいしいワ

インや料理を楽しみながら、まちづくりの議論、まちのプロモーションが行われています。 
 

 

図 4-6 組織づくりの例（安達他（2006）） 
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写真 4-9・10 拠点づくりの例（ポートランド・サウスウォーターフロント地区） 

 

  

  

写真 4-11〜14 拠点づくりの例 
（ケント州立大学建築・環境デザイン学部クリーブランド都市デザイン・コラボラティブ） 

 

(8)おわりに 

 
 まちのデザイン塾には、錦二丁目をより良いまちにしたいという想いと様々なタレント

を持つ方々が参加されています。人集めはできていますので、マスタープランづくりの次
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のステップに進んで行けたらと思います。 

 

(9)提案した道筋の位置付け 

 
 以上は、錦二丁目のまちづくりビジョンの分析・評価の結果を踏まえ、また、筆者のこ

れまでの研究・実践経験に基づき、錦二丁目で実現可能と思われる現実的な道筋の提案を

試みたものである。次章以降では、提案した道筋に沿って試行した、次の展開につながる

都市空間マスタープラン策定の予備的作業（名古屋市の既存計画等の分析、人口・世帯数

の分析、土地利用・都市形態の分析、地区模型を用いたワークショップの準備、錦二丁目

の都市空間マスタープランに関わる主要論点の整理）について報告する。 
 



- 34 - 

５．名古屋市の既存計画等の分析 
 
 まず、名古屋市が策定した次の既存計画等における錦二丁目の位置付けを把握した。 
・名古屋市都市計画マスタープラン（2001 年 9 月） 
・名古屋市中心市街地活性化基本計画（2001 年 5 月） 
・名古屋市都心部将来構想（2004 年 3 月） 
・名古屋市産業活性化プラン（2005 年 3 月） 
・伏見・長者町ベンチャータウン構想（2006 年 3 月） 
・名古屋市景観計画（2007 年）等 
 
(1)名古屋市都市マスタープラン 

 
 名古屋市都市計画マスタープラン（2001 年 9 月）地域別構想は、「市民の皆さんがまち

づくりに主体的に取り組むきっかけを提供し、その指針として活用されるように」するた

めの「土地利用や主な都市整備の方針」である。錦二丁目は、「中区の将来構想」において

「商業・業務系土地利用」に指定されるに留まり、栄、大須、納屋橋、金山の各地区にあ

るような地区固有の方針を持たない。（資料 5-1） 
 

(2)名古屋市中心市街地活性化基本計画 

 
 名古屋市中心市街地活性化基本計画（2001 年 5 月）は、「市街地の整備改善及び商業等

の活性化の一体的推進に関する基本計画」である。その将来構想は、名古屋駅周辺を「名

古屋の玄関、広域的で多彩な交流のまち」、栄周辺を「都心のにぎわいを楽しむ交流の拠点」

とし、この２地区をつなぐ広小路通・錦通を「名古屋を物語るおしゃれ一番のメインスト

リート・ロマンティック回廊」として、これら２核１軸を中心に中心市街地の活性化を推

進するものである。軸の北側に位置する錦二丁目は、「丸の内・繊維問屋街」と位置付けら

れるに留まり、地区固有の活性化の方針や目標、事業を持たない。なお、本計画は、法律

の改正に伴い、2007 年度に新規策定中である。（資料 5-2） 
 

(3)名古屋市都心部将来構想 

 
 名古屋市都心部将来構想（2004 年 3 月）は、「都心部を対象とした総合的なまちづくり

の指針」であり、「目標と基本方針」、「分野別（土地利用、交通、社会環境）将来ビジョン」、

「地区別構想」、「実現に向けて」で構成されている。土地利用ビジョンでは、中心市街地

活性化基本計画で設定された２核１軸に加え、「連携核」として、国際交流機能等の導入及

び名古屋駅地区の機能の補完を目指すささしまライブ 24 と、個性ある商業機能の集積と
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都心居住機能の向上を目指す大須が、既存の機能集積を生かして商業・業務機能等のさら

なる集積を目指す「骨格軸」として、名駅通、堀川、伏見通、大津通・久屋大通、桜通、

広小路通・錦通、若宮大通の沿道等が設定されている。錦二丁目は、地区別構想の「都心

界隈構想：多様で魅力ある界隈の創出と連携」の中で、「個性豊かで魅力的な界隈の形成」、

「界隈の回遊性の向上」を目指す地区として位置付けられている。ここでは、一般論とし

て、多様な用途の複合化、新産業機能や都心居住機能の充実化、歴史性や物語性の情報発

信や各種イベントの有効活用による界隈の個性の演出、横丁や小路の整備や建物内通路の

確保などによる変化に富んだ都市空間の演出、公開空地や広場などの人間味あふれる空間

の創出、人々を界隈に誘導するプロムナードの形成、歩道拡幅や街路樹の充実による歩行

者空間の充実と魅力形成といった方針が列挙されている。（資料 5-3） 
 

(4)名古屋市産業活性化プラン 

 
 名古屋市産業活性化プラン（2005 年 3 月）は、名古屋市の「経済を取り巻く環境の変

化や実体経済の動きを最大限に活かし、地元企業のビジネスチャンスを拡大するために積

極的に推進すべき施策の基本方針と方向性を示す」ものであり、「情報発信プロジェクト」、

「企業集積プロジェクト」、「創業支援プロジェクト」、「産学連携ネットワーク強化プロジ

ェクト」、「意欲的な中小企業のステップアッププロジェクト」という５つのプロジェクト

の実施が計画されている。「創業支援プロジェクト」の１つである「都心部におけるベンチ

ャータウン構想の推進」は、錦二丁目を含む伏見・長者町地区において、デザイン・ファ

ッション・デジタルコンテンツ産業などの都市型産業を育成するために、創業者が事業を

始めやすい環境を整備し、都市型産業を担う創業者が集まるベンチャータウンの形成を目

指すものである。 
 

(5)伏見・長者町ベンチャータウン構想 

 
 伏見・長者町ベンチャータウン構想推進調査（2006 年 3 月）は、名古屋市産業活性化

プランに掲げられたベンチャータウン構想の実現に向け、地区の特徴と連携の可能性、条

件、ベンチャー事業者のニーズ、事業の担い手づくり、事業展開プロセスなどを明らかに

したものである。その成果は、「伏見・長者町ベンチャータウン構想」としてまとめられて

いる。「全体構成」として、未利用のままの空きスペースが増加する一方で、「ゑびすビル」

などの新しいまちづくりの動きも見られる長者町通及び袋町通沿いを、事業の中核をなす

「集客ベンチャーオフィスゾーン」として位置付け、特に「リーディングエリア」を中心

として、主に中高層階の空き室等を活用してベンチャーオフィスの集積を図るとともに、

低層階にはアンテナショップやギャラリーなどの新規機能の導入を進めることとされてい

る。「事業推進に向けて」では、次の通り、「まちの成長ステップのイメージ」と「空間展
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開のイメージ」が説明されている。前者は、モデルビル活用事業、イベント事業などを行

う「第１ステップ：コアづくり」、１、２階の集客機能、３階以上にベンチャーオフィスが

集積するストリートを形成する「第２ステップ：ストリート形成」、ストリートから背後地

に向けて新たな集積が拡大する「第３ステップ：ゾーン形成」、新しい時代に合った伏見・

長者町地区の再生が進み、新しいもの、情報を創造する機能の集積エリアとして評価が確

立する「第４ステップ：ものや情報の付加価値を生む地域の形成」である。そして、後者

は、交流サロンやアンテナショップなどの共同利用スペースの機能を有する施設を「コア」

として位置付け、このコア機能を中心として、その周辺地域の小規模な空き室等において

「サテライト」としてベンチャーオフィスやワークスペースを拡大させていき、コアとサ

テライトが一体となって地域内に事業が展開するようにしていくものである。（資料 5-4） 
 

(6)名古屋市景観計画等 

 
 名古屋市景観計画（2007 年）は、名古屋市景観条例（1984 年）及び名古屋市都市景観

基本計画（1987 年）を中心とする都市景観施策をより効果的なものとするため、2005 年

全面施行された景観法に基づき策定されたものである。現時点では、都市景観条例及び都

市景観基本計画に基づく施策と景観計画に基づく施策が共存している。錦二丁目は、都市

景観整備地区でも都市景観形成地区でもなく、都市景観協定も持たないため、錦二丁目の

景観については、大規模な建築物と工作物の新築・移転・増築・改築・外観を変更する修

繕・模様替又は色彩の変更において、景観形成基準への適合がチェックされているに留ま

る。 
 
(7)名古屋市の既存計画等に見る錦二丁目の位置付け 

 
 以上より、錦二丁目は、名古屋駅周辺、錦周辺、広小路通・錦通をはじめとする主要な

核や軸の周辺に位置する都市界隈の１つとして位置付けられ、一般的な空間形成の方針は

示されているものの、地区固有の具体的な空間形成の方針はないこと、また、ベンチャー

タウン構想の「まちの成長ステップのイメージ」や「空間展開のイメージ」は、あくまで

も産業活性化事業とその波及のイメージであることが確認された。このように、名古屋市

の既存計画等において、錦二丁目の具体的な都市空間の将来像とそれを実現させる施策は

示されていない。 
 
 また、伏見・長者町ベンチャータウン構想推進調査（2006 年 3 月）において、錦二丁

目の歴史（戦国時代から近年まで）、事業所の業種構成、商業の動向、空きビル・空き室の

現況、地元の意向、起業家ニーズ、各種学校ニーズ等が詳細に調査・整理されていること

を確認した。 
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６．人口・世帯数の分析 
 
 次に、名古屋市町・丁目（大字）別・年齢（10 歳階級）別公簿人口データを用いて、1999
年から 2008 年の 10 年間の錦二丁目の人口及び世帯数の分析を行った。図 6-1 より、2005
年を境に世帯数と人口の動向が減少から増加に転じていることが分かる。女性より男性の

増加が多い。 
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図 6-1 錦二丁目の世帯数と男女別人口 
（名古屋市町・丁目（大字）別、年齢（10 歳階級）別公簿人口（全市分・区別） 
に基づき作成） 
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 また、図 6-2 より、2005 年以降、30 代・40 代を中心に人口が増加していることが分か

った。ここ１年では、20 歳未満の人口の増加も見られる。 
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図 6-2 錦二丁目の年齢階層別人口 
（名古屋市町・丁目（大字）別、年齢（10 歳階級）別公簿人口（全市分・区別） 
に基づき作成） 
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７．土地利用・都市形態の分析 
 
 錦二丁目における土地利用・都市形態に関する諸規制を整理し、1990 年代初頭から近年

までの土地利用・都市形態の変遷を分析した。名古屋市住宅都市局は、都市計画法第６条

に規定される都市計画に関する基礎調査（都市計画基礎調査）の土地利用・建物データを

地理情報システム（GIS）で利用できる形式で保有している。本データは、調査・研究等

の目的であれば、名古屋市住宅都市局長と覚書を締結することで使用できる。しかし、名

古屋市住宅都市局の担当者によると、これまで、本データがまちづくりの現場で活用され

たことはないと言う。本研究では、筆者と名古屋市住宅都市局長で覚書を締結し、名古屋

市都市計画基礎調査の土地利用データ（1992・1997・2002）及び建物データ（1991・1996・
2001・2006）を利用した。 
 

(1)土地利用・都市形態に関する諸規制 

 
 錦二丁目は、商業地域・防火地域に指定されている。建蔽率は 80%、容積率は桜通、伏

見通、錦通の幹線道路沿いは 800%、その他（地区内部）は 600%に指定されている。高度

地区は指定されていない。また、北東の街区の一部には高度利用地区が指定されている。

錦二丁目を囲む都市計画道路は整備済みである。（図 7-1〜4） 

 

図 7-1 用途地域等（名古屋市都市計画情報提供サービス、2008 年 2 月 18 日閲覧） 
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図 7-2 防火地域等（名古屋市都市計画情報提供サービス、2008 年 2 月 18 日閲覧） 

 

図 7-3 その他地域地区等（名古屋市都市計画情報提供サービス、2008 年 2 月 18 日閲覧） 
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図 7-4 都市計画道路（名古屋市都市計画情報提供サービス、2008 年 2 月 18 日閲覧） 

 

(2)土地利用の変遷 

 
 錦二丁目の 1992 年、1997 年及び 2002 年の土地利用（図 7-5〜10）より、大きくは、

幹線道路沿いの業務化と地区内部の商業化、駐車場・空閑地の増加が確認される。なお、

近年指摘されている建物の空室の増加については、建物階数別用途の分析が必要である。 
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図 7-5 1992 年の土地利用（名古屋市都市計画基礎調査土地利用データを利用） 

 

  

図 7-6 1992 年の空地等（名古屋市都市計画基礎調査土地利用データを利用） 
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図 7-7 1997 年の土地利用（名古屋市都市計画基礎調査土地利用データを利用） 

 

  

図 7-8 1997 年の空地等（名古屋市都市計画基礎調査土地利用データを利用） 
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図 7-9 2002 年の土地利用（名古屋市都市計画基礎調査土地利用データを利用） 

 

  

図 7-10 2002 年の空地等（名古屋市都市計画基礎調査土地利用データを利用） 
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(3)都市形態の変遷 

 
 錦二丁目の 1991 年、1996 年、2001 年及び 2006 年の建物階数（図 7-11〜14）より、

大きくは、幹線道路沿いの高層化が確認される。地区内部の変化は小さいようである。 
 また、図 7-15〜18 より、錦二丁目内の木造建物が、建て替え等に伴い、減少している

様子が分かる。 
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図 7-11 1991 年の建物階数（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 
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図 7-12 1996 年の建物階数（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 
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図 7-13 2001 年の建物階数（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 

 

20äKåöà»è„Åií¥çÇëwÅj
11-19äKåöÅiçÇëw2Åj
6-10äKåöÅiçÇëw1Åj
4-5äKåöÅiíÜëwÅj
3äKåö
2äKåö
1äKåö  

図 7-14 2006 年の建物階数（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 
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 赤：木造建物 

図 7-15 1991 年の木造建物（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 

 赤：木造建物 

図 7-16 1996 年の木造建物（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 
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 赤：木造建物 

図 7-17 2001 年の木造建物（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 

 

 赤：木造建物 

図 7-18 2006 年の木造建物（名古屋市都市計画基礎調査建物データを利用） 
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(4)将来開発予測分析の試み 

 
 村山他（2004b）は、ダウンタウン・シアトル土地利用・交通プラン策定における将来

開発予測分析の概要を紹介している。将来開発予測分析は、15 年から 20 年先までにダウ

ンタウンで発生する新規開発の量と場所、形態を予測する分析である。その方法は、図 7-19
の通り、(1)土地利用・建物目録の整備→(2)感受性（susceptibility）分析→(3)開発量予測

→(4)開発量配分であった。分析の結果は、３次元の図で提示された。これらは、計画策定

に関与する多様な主体が将来の都市空間のあり得る姿を認識し、それに対応するための代

替計画案とその実現手段を検討する際の重要な素材となった。 
 
 錦二丁目でも同様の分析が可能だと考えられるが、本研究では、データ不足により、簡

易的な分析に留めざるを得なかった。図 7-20・21 の通り、都市計画基礎調査データを用

いて低層または中層の建物、木造建物を表示することにより、建て替え・再開発によるさ

らなる高度利用の余地がある敷地が推察される。建築年や歴史的建造物をも考慮すれば精

度が高まる。 
 

 

図 7-19 ダウンタウン・シアトル土地利用・交通プラン策定における将来開発予測分析の

方法（村山他（2004b）） 
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図 7-20 高度利用の余地の検討１ 

（名古屋市都市計画基礎調査建物データ（2006 年）を利用） 

 

  
図 7-21 高度利用の余地の検討２ 

（名古屋市都市計画基礎調査建物データ（2006 年）を利用） 
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８．地区模型を用いたワークショップ 

 
(1)都市のビジュアル・シミュレーション 

 
 多様な主体の関与の下、都市空間の将来像とそれを実現させる施策を検討する上で、「都

市のビジュアル・シミュレーション」は有用である。有賀（2007）は、都市計画・デザイ

ン分野におけるビジュアル・シミュレーションを、都市の空間や景観の性質、構成などを

分析し再現する「環境・景観シミュレーション」と、まちづくりの計画プロセスや事業化

の過程で起き得る様々な人的・社会的・経済的変化を想定し、まちづくりの実践のための

シナリオを描く「まちづくりゲーミング」の２つに分けて説明している。その上で、ビジ

ュアル・シミュレーションの大きな役割は、都市計画やデザインの内容とその実現のため

の諸規制やルールに対する地域の合意や意思決定が行われる際に、それらの判断根拠とし

て必要な計画情報を客観的かつ中立的視点から分析、提示することであると述べている。 
 
 瀬田（2007）は、模型、CG、バーチャル・リアリティなどを用いた動画映像作成ツー

ルを中心としたビジュアル・シミュレーション技術の発展について、包括的に整理してい

る。図 8-1 の通り、動画映像作成ツールは、アナログからデジタル化へ、アナログとデジ

タルの融合、さらには Web 化へと発展しつつあることが示されている。 
 

 
図 8-1 ビジュアル・シミュレーション技術の流れ 

瀬田恵之（2007）「ビジュアルシミュレーション技術の発展」都市計画 Vol.56 No.6 
pp.17-20 
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 さらに、高松（2007）は、英国におけるビジュアル・シミュレーション技術の発展を俯

瞰し、最近では、視覚的（形態的）要素のモデル化だけでは表現できない機能的な側面の

可視化に関する技術の開発と活用が進んでいることを報告している。 
 
 ビジュアル・シミュレーション技術の多様化と高度化に伴い、カリフォルニア大学バー

クレー校環境シミュレーション・ラボに始まる模型を用いた環境シミュレーションは、数

ある技術の１つとなっているが、引き続き、都市計画・都市デザイン・まちづくりの現場

で利用されている。例えば、矢部（2007）によると、森ビルは、都市模型と３次元 CG／

バーチャル・リアリティを融合させ、「鳥の目線」は都市模型で、「人の目線」は主にバー

チャル・リアリティ（一部都市模型も併用）でというふうに、２つのツールを使い分けて

いる。また、三宅（2007）は、岩手県北上市における市民参加による街路整備の基本設計

の事例を取り上げ、操作性（触知認知性）、映像と現実の認識（二つのリアリティ）、部分

と全体の擦り合わせ、まちづくりプロセスの把握という４つの視点から模型を用いた環境

シミュレーション及びワークショップの意義を述べている。筆者自身も、埼玉県深谷市都

市マスタープランの「街なか再生」部分の検討及び NPO 法人深谷にぎわい工房のまちづ

くり活動の中で、都市基盤整備のあり方を検討するために模型を用い、その有用性を実感

した経験を持つ（矢作他（2005））。 
 
 
 本研究では、錦二丁目において検討されてきたまちづくりのビジョンが観念的・理念的

なものあるいは個別アイディアの蓄積に留まっていると認識し、都市空間の将来像（都市

の物的環境）に関する検討を何らかの方法で開始させたいとの立場をとっている。そこで、

地区の全体が「鳥の目線」によって把握でき、多数の参加者による活発な議論が期待され

るビジュアル・シミュレーション技術である地区模型を用いた環境シミュレーションを採

用し、それを用いたワークショップに取り組むこととした。 
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(2)地区現況模型の制作 

 
 本研究では、錦二丁目の 16 街区について、1/250 地区現況模型を制作した。2007 年 9
月時点の建物の形態をスタイロフォームで再現し、そこにファサード写真を貼り付けた。

なお、この地区模型は、名古屋大学環境総合館に設置されている環境シミュレーション・

システムに対応しており、CCD カメラによる街並み映像の記録が可能である。 
 

  

  

写真 8-1〜4 錦二丁目地区現況模型 
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(3)2007 年ゑびす祭におけるワークショップ 

 
 2007 年 11 月 10 日（土）・11 日（日）に開催されたゑびす祭に合わせて、ゑびすビル

Part3 の２階にて、中部大学と名古屋大学の共同で「まちのデザイン展」を開催した。 両

大学の錦二丁目を対象とする建築設計演習の成果物を展示するとともに、本研究で制作し

た 1/250 地区模型と住宅地図を設置し、簡単なワークショップを実施した。地区模型と住

宅地図を前に、錦二丁目の現状と将来に関する意見交換を行い、錦二丁目内の建て替え・

再開発の構想・計画に関する情報収集を行った。その結果、未公表の構想・計画に関する

情報も多く収集され、錦二丁目の都市空間が大きく変化しつつある現実が明らかになった。 
 

  
       図 8-2 ゑびすビル位置図       写真 8-5 ゑびすビル Part 3 
（名古屋長者町繊維街えびすビル http://www.matsuri.co.jp/） 
 

  
写真 8-6・7 ゑびす祭の様子 
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写真 8-8・9 「まちのデザイン展」準備風景 
 

  

     写真 8-10 中部大学の展示      写真 8-11 名古屋大学の展示 
 

 

写真 8-12 錦二丁目地区現況模型と住宅地図 
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写真 8-13・14 「まちのデザイン展」の様子 

  

写真 8-15（左） 錦二丁目の現状と将来に関する意見交換 
写真 8-16（右） 錦二丁目内の建て替え・再開発の構想・計画に関する情報収集 

 

 

写真 8-17 錦二丁目内の建て替え・再開発の構想・計画 
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(3)今後の展開 

 
 本研究で制作した地区現況模型は、錦二丁目まちづくり連絡協議会の依頼により、ゑび

す祭終了後も、引き続き、ゑびすビル Part3 の２階に設置され、協議会メンバーの会合等

で活用されている。 
 
 今後は、ゑびす祭におけるワークショップで収集した建て替え・再開発の構想・計画に

関する情報等に基づき、将来の都市空間を再現し、都市空間の将来像を検討する際の素材

にして頂きたいと考えている。 
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９．錦二丁目の都市空間マスタープランに関わる主要論点 
 
 以上より、錦二丁目の都市空間マスタープランに関わる主要論点を、整理する。 
 

(1)多世代居住機能の導入に向けた容積率調整 

 
 錦二丁目の人口は、2005 年以降、男性及び 30 代・40 代を中心に、増加している。これ

は単身者向けマンションの建設によるものだと推察される。子供も含めた多世代居住を実

現させるためには、良好な居住環境を確保するため、容積率規制を現在の 600%から適正

値へ下げる必要があると考えられる。土地利用・都市形態の分析により、高度利用の余地

がある（まだ高度利用されていない）地区内部において容積率規制を強化する可能性が示

唆される。一方、業務化・高層化が進む幹線道路沿いは、良好な居住環境の確保は難しい

ため、容積率規制の強化は非現実的である。地区内部の容積率を幹線道路沿いに移転する

16 街区全体での容積率調整もあり得るかも知れない。いずれにせよ、錦二丁目における居

住のあり方を検討し、容積率調整の議論を行うことが重要であると考えられる。 
 

(2)街区内都市基盤の計画・デザイン 

 
 特に幹線道路から離れた地区内部において、会所・閑所、路地の継承・再生を望む声が

多い。土地利用・都市形態の分析より、街区は多数の敷地によって細分化され、かつて存

在した街区内の空地や路地は極めて少なくなっていることが分かる。今後、会所・閑所や

路地を街区内で再生していくためには、個別敷地単位ではなく街区全体の空間構成をトー

タルに検討する必要がある。会所・閑所や路地を共有都市基盤として計画・デザインし、

それらを前提とした建て替えや再開発を展開するのである。 
 

(3)街路の計画・デザイン 

 
 錦二丁目の 16 街区の中には、それぞれ特徴を持つ６本の道路が通っている。車道、歩

道、場合によっては自転車道、建物、アーケード等で構成される街路のトータルな計画・

デザインが望まれる。その際には、車道・歩道・自転車道の配分、建物のデザイン誘導、

アーケードを改修するか撤去するか、トラックの荷捌きスペースの確保、街路樹やベンチ

といったストリート・ファーニチュアの配置等について、具体的な検討が必要となろう。 
 

(4)建て替え・再開発案件への個別対応 

 
 以上の主要論点を中心とする都市空間マスタープラン策定の作業には、長い時間が必要
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である。一方、「まちのデザイン展」におけるワークショップで明らかになったように、錦

二丁目には都市空間を大きく変化させる建て替え・再開発の構想・計画が多くある。した

がって、都市空間マスタープランの検討を進める一方で、建て替え・再開発の案件に個別

対応し、これまで検討してきたまちづくりビジョンの要素をリクエストしていく取り組み

が必要である。リクエストの蓄積もまた都市空間マスタープランの充実化につながる。 
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１０．おわりに 
 
 錦二丁目の都市空間の協働的・持続的マネジメントについては、前章で示した主要論点

を中心に都市空間マネジメントの中核となる都市空間マスタープランの策定が進むことに

期待を寄せる。 
 
 一方、吉村（2007）が示している通り、名古屋市内には、この他にも多くの地区まちづ

くりの取り組みがあり、それらの支援が必要とされている。錦二丁目のように、既にまち

づくりの観念的・理念的ビジョンや個別アイディアの蓄積があるものについては、本研究

で試行したように、都市空間マスタープランの道筋を提示し、人口・世帯数分析、土地利

用・都市形態分析、地区模型を用いたワークショップ、主要論点の整理といった都市空間

マスタープラン策定の「現状分析・将来予測」、「空間構想・空間構成」に関わる作業を専

門家が行うことが望まれる。 
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